
磐田市多文化共生社会推進協議会要綱（抜粋）

（組織）
第３条　協議会は、委員20人以内で組織する。
２　委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(１)　各種団体の代表者
(２)　企業の代表者
(３)　教育機関の代表者
(４)　関係行政機関の職員
(５)　在住外国人の代表者
(６)　その他市長が必要と認めた者

は、当該職にある期間とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
４　委員は、再任することを妨げない。

３条関係 氏　名 か　な 所　属　等

1 1 藤原　孝一 ふじわら　こういち 自治会連合会

2 1 川原　利彦 かわはら　としひこ 磐田国際交流協会

3 2 渡邉　カルロス わたなべ　かるろす
外国人情報窓口
（グローバルデザイン株式会社）

4 2 平野　利直 ひらの　としなお 平野ビニール工業株式会社

5 2 松下　隆彦 まつした　たかひこ 株式会社　松下工業

6 2 相川　アンジェラ あいかわ　あんじぇら 浜松磐田信用金庫

7 3 伊藤　雅之 いとう　まさゆき 竜洋東小学校

8 3 鈴木　秀幸 すずき　ひでゆき 竜洋中学校

9 3 仲村　修也 なかむら　しゅうや 磐田南高校（定時制）

10 3 松井　みき まつい　みき 磐田市立二之宮こども園

11 5 神谷　マリア かみや　まりあ 在留外国人（フィリピン）

12 5 田中　琢問（副会長） たなか　たくもん 在留外国人（ブラジル）

13 5 薜　堅 せつ　けん 在留外国人（中国）

14 6 佐伯　康孝（会長） さえき　やすたか 静岡文化芸術大学

令和５年度　磐田市多文化共生社会推進協議会　委員

３　委員の任期は、２年とする。ただし、その職に基づいて委嘱し、又は任命された職員の任期

委員を依頼する方又は団体（計14人）    敬称略


